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こ
こ
で
は
、
開
拓
使
と
キ
ツ
ネ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
概
観
を
試
み
る
。
私
は
こ
れ
ま
で
、

シ
カ
、
オ
オ
カ
ミ
、
カ
ラ
ス
な
ど
を
対
象
と
し
て
、
近
代
北
海
道
に
お
け
る
人
間
と
野
生
生

物
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
て
き
た（

1
）。
本
稿
は
そ
の
延
長
上
に
あ
る
。

北
海
道
に
お
い
て
キ
ツ
ネ
は
、
ヒ
グ
マ
や
シ
カ
な
ど
に
次
い
で
大
き
な
陸
上
哺
乳
類
で
あ

り
、
今
日
で
も
人
間
社
会
の
な
か
で
注
目
度
が
高
い
生
き
物
だ
。
明
治
初
期
に
お
け
る
人
間

と
の
関
わ
り
が
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
か
は
、
そ
れ
自
体
興
味
深
い
主
題
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
そ
の
後
の
歴
史
を
見
れ
ば
、
防
寒
あ
る
い
は
装
身
用
の
毛
皮
利
用
を
背
景
と
し
て
、

一
九
一
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
北
海
道
・
千
島
・
樺
太
の
各
地
に
お
い
て
、
繁
殖

目
的
の
放
育
や
飼
育
（
養
狐
業
）
が
活
発
に
行
わ
れ
た
と
い
う
興
味
深
い
事
実
が
あ
る
。
開

拓
使
期
に
つ
い
て
検
討
す
る
本
稿
は
、
そ
の
前
史
と
な
る
状
況
を
知
り
た
い
と
い
う
私
の
関

心
に
も
根
ざ
し
て
い
る
。

な
お
、
本
稿
で
使
用
す
る
史
料
の
な
か
で
は
、
主
に
毛
色
に
よ
っ
て
キ
ツ
ネ
を
区
別
し
、

「
赤
狐
」「
黒
狐
」「
三
毛
狐
」「
白
狐
」「
十
字
狐
」
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
が
、
種
と
し
て
は

す
べ
て
同
一
の
ア
カ
ギ
ツ
ネ
（Vulpes vulpes

）
に
属
す
る（

2
）。

一
　有
害
獣
と
し
て
の
キ
ツ
ネ

最
初
に
、
開
拓
使
期
か
ら
少
し
外
れ
る
が
、
一
八
八
三
年
に
農
商
務
省
が
全
国
各
府
県
に

指
示
し
て
実
施
し
た
「
農
業
上
有
功
有
益
有
害
鳥
獣
調
査
」
に
お
け
る
札
幌
県
の
調
査
内
容

を
見
て
み
よ
う（

3
）。

こ
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
全
府
県
分
を
ま
と
め
た
も
の
は
見
い
だ
せ
て
お
ら
ず
、
私
が

こ
れ
ま
で
所
在
を
確
認
で
き
た
札
幌
・
秋
田
・
岩
手
・
福
島
・
埼
玉
・
長
野
各
県
の
調
査
結

果
か
ら
、
登
場
頻
度
が
多
い
鳥
獣
、
お
よ
び
北
海
道
（
札
幌
県
）
と
本
州
各
府
県
と
の
比
較

が
興
味
深
い
と
思
わ
れ
る
鳥
獣
を
選
ん
で
整
理
し
、
表
1
を
作
成
し
た
。
農
商
務
省
か
ら
の

照
会
を
受
け
た
各
県
庁
は
、
そ
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
管
下
の
郡
役
所
な
ど
に
照
会
し
て
回
答

を
得
、
そ
れ
を
集
約
・
整
理
し
て
県
と
し
て
の
回
答
を
農
商
務
省
に
送
っ
て
い
る
。
札
幌
・

秋
田
・
福
島
の
各
県
に
つ
い
て
は
、
郡
役
所
等
か
ら
県
庁
へ
の
回
答
内
容
も
見
る
こ
と
が
で

き
（
た
だ
し
福
島
県
は
県
庁
と
し
て
の
回
答
が
見
い
だ
せ
な
い
）、
回
答
の
分
布
状
況
が
よ

り
細
か
に
わ
か
る
。

「
農
業
上
」
と
限
定
し
た
調
査
で
あ
る
が
、
各
郡
役
所
な
ど
か
ら
の
報
告
に
は
、
必
ず
し

も
農
業
に
関
わ
ら
な
い
観
点
か
ら
の
「
有
功
有
益
有
害
」
の
も
の
も
挙
が
っ
て
い
る
。

様
々
な
議
論
が
で
き
る
素
材
だ
が
、
こ
こ
で
は
札
幌
県
の
キ
ツ
ネ
に
限
っ
て
い
く
つ
か
特

徴
的
な
点
を
指
摘
し
た
い
。

第
一
に
、
札
幌
県
管
内
で
は
キ
ツ
ネ
が
登
場
す
る
場
合
は
す
べ
て
「
有
害
」
と
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
程
度
に
つ
い
て
は
、「
害
最
モ
多
シ
」（
小
樽
郡
）、「
圃
畑
ヲ
荒
シ
家
禽
ヲ
害
ス
ル
、

強
ト
云
フ
ヘ
シ
」（
室
蘭
郡
第
二
組
戸
長
役
場
）、「
甚
タ
強
カ
ラ
ズ
」（
古
平
郡
）
と
幅
が
あ

る
が
、
県
と
し
て
は
「
弱
」
と
し
て
農
商
務
省
に
回
答
し
た
。

第
二
に
、
被
害
物
件
と
し
て
は
、
鶏
な
ど
の
家
禽
を
中
心
と
し
、
地
域
に
よ
っ
て
は
海
産

物
を
挙
げ
て
い
る
。
害
の
程
度
が
小
さ
い
こ
と
も
反
映
し
て
か
、
開
拓
使
文
書
の
な
か
に
キ

ツ
ネ
の
「
害
」
を
直
接
伝
え
る
も
の
は
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
。
一
つ
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
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一
八
八
一
年
三
月
に
、
島
牧
郡
軽
臼
村
と
原
歌
村
（
現
在
の
島
牧
村
）
に
お
い
て
函
館
支
庁

租
税
係
が
借
り
上
げ
て
い
た
倉
庫
に
、
夜
中
に
キ
ツ
ネ
が
破
り
入
り
、
〆
粕
（
ニ
シ
ン
の
？
）

を
食
べ
る
被
害
を
記
し
た
も
の
が
あ
る（

4
）。

第
三
に
、
害
が
あ
る
一
方
で
キ
ツ
ネ
は
大
い
に
利
用
も
さ
れ
て
い
る
。「
利
用
目
的
」
や

「
地
方
ノ
慣
習
」
の
項
を
見
る
と
、
罠
や
銃
を
用
い
て
狩
猟
し
、
帽
子
・
袍
・
席
（
敷
物
だ

ろ
う
）・
襟
巻
な
ど
に
使
う
と
し
て
い
る
。「
肉
ハ
食
フ
ト
雖
モ
下
品
ナ
リ
、
皮
ハ
売
買
シ
テ

帽
子
或
ハ
襟
巻
ト
ナ
ス
」（
室
蘭
郡
第
二
組
戸
長
役
場
）
の
よ
う
に
売
買
に
言
及
す
る
も
の

も
あ
る
。
利
用
価
値
や
商
品
価
値
は
高
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

開
拓
使
は
、
ヒ
グ
マ
・
オ
オ
カ
ミ
・
カ
ラ
ス
に
対
し
て
「
獲
殺
手
当
」
と
呼
ん
だ
駆
除
報

奨
金
制
度
を
設
け
る
な
ど
し
て
積
極
的
な
殺
害
を
図
っ
た
が（

5
）、
キ
ツ
ネ
は
そ
の
対
象
と

し
な
か
っ
た
。
被
害
の
程
度
が
相
対
的
に
は
低
か
っ
た
こ
と
や
、
利
用
・
商
品
価
値
が
後
押

し
し
た
狩
猟
活
動
の
存
在
が
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

第
四
に
、
古
平
郡
役
所
の
「
地
方
ノ
慣
習
」
の
項
に
は
、「
愚
民
此
獣
ヲ
神
ト
シ
大
ニ
尊

敬
ス
、
甚
タ
シ
キ
ニ
至
テ
ハ
、
巣
穴
ニ
詣
リ
、
漁
魚
ノ
収
獲
ヲ
禱
ル
」
と
、
キ
ツ
ネ
へ
の
信

仰
が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
信
仰
の
主
体
が
ア
イ
ヌ
民
族
な
の
か
、
和
人

漁
民
な
の
か
は
判
断
が
つ
か
な
い
が
、
近
世
蝦
夷
地
の
漁
場
に
は
し
ば
し
ば
稲
荷
神
社
が

あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
考
え
れ
ば
、
和
人
で
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
う
し
た
信

仰
の
念
を
も
つ
者
を
「
愚
民
」
と
記
す
こ
と
に
、
こ
の
時
期
の
官
の
担
い
手
た
ち
の
意
識
の

ク

マ

オ
オ
カ
ミ

シ

カ

キ
ツ
ネ

ネ
ズ
ミ

ウ
サ
ギ

カ
ワ
ウ
ソ

イ
ノ
シ
シ

モ
グ
ラ

ス
ズ
メ

カ
ラ
ス

カ

モ

ハ

ト

ツ
バ
メ

キ
ツ
ツ
キ

キ

ジ

ツ

ル

白

鳥
札幌県 ● ● ◇ ● ● ◇ ● － － ☆ ● ◇ ● ☆ ☆ － ◇ －
増毛郡 ● ● ◇ － ● － ☆ － － ● ● － － － － － － －
古平郡 ● － － ● ● ● － － － ● ● ☆ － － － － － －
札幌区 ● ● ◇ ● － ● － － － ● ● ◇ ● － － － － －
小樽郡 ● － － ● ● － ◇ － － － － ◇ － － － － － －
室蘭郡第一組 － － － － － － － － － ● ● － － － － － － －
室蘭郡第二組 ● ● － ● － ● － － － ● ● － ● － － － － ◇
虻田郡 ● － ◇ － － － － － － ● ● － ● － － － － －
有珠郡 ● ● － － － － － － － ● ● － － － － － － －
幌別郡 ● ● － － － － － － － － ● － － － － － － －
当別村 ● ● － － － － － － － － ● － ● － － － － －
厚田郡 － － － － － － － － － － ● － － － － － － －
浜益郡 ● － － － － － － － － － ● － ● － － － － －
石狩郡・上川外四郡 ● － － － － － － － － ● ● － － － － － － －
勇払郡 ● ● － － － － － － － ● ● － ● － － － － －
秋田県 ◇ ● ◇ ● － ● ● － ● ● － ● ● ☆ － ◇ － －
南秋田郡 － － ◇ ● － ◇ ◇ － － ☆ ● ◇ ● ☆ － ◇ － －
鹿角郡 － － － ● － ● － － ● ● ● － ● ☆ － － － －
由利郡 ◇ ● ◇ ● － ◇ － － ● ● ● ◇ ● ☆ ☆ ◇ － ◇
北秋田郡 － － － － － ● ☆ － － ● － － － － － － － －
河辺郡 － － － ● － ● － － － ● ● ◇ ● － － － － ◇
雄勝郡 － － － － － － － － － ☆ ● － － － ☆ － － －
仙北郡 － ● － ● － ● ● － ● ● ● ● － － － － － －
平鹿郡 － － － ● ● － ● － － ● ● ● ● ☆ － － － －
山本郡 － － ◇ ● ● ◇ ● － ● ● ● ◇ ● ☆ － ◇ － ◇
岩手県 ☆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － ● ☆ ☆ ● － －
福島県 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
信夫郡 － － － － ● － ● － ● ● ● － ● － － ● － －
伊達郡 － － － ● － ● － － ● ● ● － － ☆ － ● － －
河沼郡 － － － ● ● ◇ ● － － ● ● ☆ ● ◇ － ◇ － －
北会津郡 － － － － ● － － － ● － ● ● － － － － － －
安達郡 － － － ● － ◇ － ◇ ● ● － － － ◇ － － － －
安積郡 － － ● ● － － ● ● ● ● ● － ● ☆ － － － －
岩瀬郡 ◇ ● ◇ ● － ● － ● ● ● ● － ● ☆ － ● － －
西白河郡 － － ◇ ● ● ● － ◇ ● ● ● － ● ☆ － ● － －
東白河郡 － ● ◇ ● ● ● － ◇ ● ● ● － ● ● － ◇ － －
田村郡 － － ◇ ● ● ◇ － ● ● ● ● ◇ － － － ◇ － －
磐城郡 － － ◇ ● － ● － ◇ ● ● － ◇ － ☆ － ● － －

磐前郡 － － ◇ ● － ◇ ● ◇ ● ● ● ◇
☆

☆ － ◇
－ －

● － －
菊多郡 － － ◇ ● ● ● ● ◇ ● ● ● ◇ ● ☆ － ◇ － －
楢葉郡 － － － － － － － － － ● ● － ● － － － － －
大沼郡 ◇ － ◇ ● ● ◇ ● － ● ● ● － ● ☆ ☆ ◇ － －
南会津郡 ◇ － ◇ ● ● － ● － ● ● ● － － ☆ － ◇ － －
標葉郡 － － － － － － － － － ● ● － － － － － － －
宇多郡 － － ◇ － － ● － ◇ － － ● － － ☆ － － － －
行方郡 － － － － － － － ● － ● ● － ● ☆ － － － －
石川郡 － － － ● － ◇ － － － ● ● － － ☆ － ● － －
東蒲原郡 ◇ － ◇ ● ● ● ● － ● ● ● ◇ － － － ◇ － －
埼玉県 ◇ ● ◇ ● ● ◇ ◇ ◇ ● ☆ ● － ◇ ☆ ☆ ◇ － －
長野県 ◇ ● ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ ● ☆ ● ◇ ● ☆ ☆ ◇ － －

①☆は「有功鳥獣」、◇は「有益鳥獣」、●は「有害鳥獣」
②出典：『札幌県公文録 鳥獣猟 第三号 明治十六年』（北海道立文書館蔵、簿書7952）、『勧
業課農業掛事務簿 明治十六年 雑之部四番』（秋田県立公文書館蔵､ 930103-6507）、『明治
十八年 本回議綴 甲号』（岩手県庁蔵、C-18/6/8/66）、『有功有害鳥獣』（福島県歴史資料館
蔵、№3102）『第一種公文録』（埼玉県立文書館蔵、明1511）、『勧業月報』第30号（原稿）

（『明治十七年自一月至七月 報告之部』所収、長野県立歴史館蔵、明治17-B-3-1）

表1　1883（明治16）年の「有功有益有害鳥獣」調査より
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あ
り
よ
う
が
よ
く
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

二
　利
用
の
具
体
相

（
一
）
防
寒
目
的
の
買
入
れ

開
拓
使
文
書
の
な
か
に
見
ら
れ
る
キ
ツ
ネ
皮
の
利
用
と
し
て
は
、
防
寒
目
的
の
も
の
が
ま

ず
挙
げ
ら
れ
る
。

一
八
七
三
年
十
一
月
、
札
幌
本
庁
会
計
局
は
根
室
支
庁
会
計
課
に
対
し
、「
狐
狸
獺
狜
等

ノ
如
キ
皮
類
、
当
地
邏
卒
寒
防
手
当
其
他
ト
モ
入
用
有
之
」
と
し
、
売
り
払
う
者
が
い
た
な

ら
ば
、
そ
の
値
段
を
知
ら
せ
る
よ
う
依
頼
し
た（

6
）。
邏
卒
（
＝
巡
査
）
の
防
寒
を
主
目
的

に
毛
皮
類
の
入
手
を
図
ろ
う
と
し
、
そ
の
筆
頭
に
キ
ツ
ネ
皮
を
挙
げ
る
の
だ
。

こ
の
二
年
後
、
一
八
七
五
年
四
月
十
二
日
、
札
幌
本
庁
物
産
局
は
、
管
内
の
各
郡
出
張
所

に
対
し
、
各
所
で
取
獲
す
る
「
狐
狸
獺
水
豹
テ
ン
海
馬
熊
皮
等
」
が
馬
具
そ
の
他
に
製
造
、

あ
る
い
は
「
警
邏
寒
防
等
」
に
入
用
な
の
で
、
相
当
の
代
価
で
す
べ
て
買
い
上
げ
る
と
し
て
、

そ
の
旨
を
所
轄
内
に
周
知
す
る
よ
う
指
示
し
た（

7
）。
ア
イ
ヌ
民
族
か
ら
米
・
酒
そ
の
他
の

物
品
と
交
換
で
入
手
し
た
場
合
も
同
様
の
扱
い
と
す
る
こ
と
も
合
せ
て
伝
え
て
い
る
。
馬
具

な
ど
皮
革
加
工
の
原
料
と
し
て
、
ま
た
や
は
り
警
官
の
防
寒
用
と
し
て
、
毛
皮
を
集
め
よ
う

と
す
る
も
の
だ
。
こ
こ
で
も
大
小
、
水
陸
に
わ
た
る
多
種
の
動
物
を
列
記
す
る
筆
頭
に
キ
ツ

ネ
が
見
え
る
（「
水
豹
」
は
ア
ザ
ラ
シ
だ
ろ
う
）。
筆
頭
で
あ
る
こ
と
を
あ
ま
り
重
視
し
て
は

ま
ず
い
だ
ろ
う
が
、
毛
皮
獣
と
し
て
の
入
手
し
や
す
さ
や
使
い
勝
手
の
良
さ
に
つ
い
て
、
高

い
評
価
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
応
え
た
静
内
出
張
所
が
六
月
、
ク

マ
皮
十
四
枚
、
キ
ツ
ネ
皮
三
枚
、
タ
ヌ
キ
皮
一
枚
を
本
庁
に
送
っ
た
記
録
が
見
え
る（

8
）。

（
二
）
博
覧
会
・
博
物
場
・「
天
覧
」

開
拓
使
は
様
々
な
機
会
に
北
海
道
内
の
産
物
を
、
東
京
を
は
じ
め
と
す
る
道
外
各
地
で
人

目
に
触
れ
さ
せ
る
機
会
を
作
っ
て
い
た（

9
）。
そ
の
な
か
に
キ
ツ
ネ
も
登
場
す
る
。

一
八
七
六
年
五
月
に
は
、
文
部
省
博
物
館
か
ら
「
北
海
道
礦
物
其
他
」
を
陳
列
し
た
い
と

の
依
頼
を
受
け
た
東
京
出
張
所
博
物
場
が
、
余
分
が
あ
る
収
蔵
品
か
ら
獣
類
の
標
本
な
ど

十
八
品
目
を
譲
っ
た（

10
）。
そ
の
な
か
に
は
、
後
志
国
産
の
「
狐
」
と
「
斑
狐
」
が
見
え
る
。

こ
こ
で
「
狐
」
と
だ
け
記
し
て
い
る
の
は
、
一
般
的
な
毛
色
の
個
体
だ
ろ
う
。
博
覧
会
や

博
物
場
へ
の
収
蔵
・
陳
列
に
関
わ
る
事
例
を
見
渡
す
と
、
キ
ツ
ネ
の
な
か
で
も
毛
皮
の
色
合

い
な
ど
が
希
少
な
も
の
が
選
り
す
ぐ
ら
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。

一
八
七
五
年
十
二
月
に
は
、
東
京
出
張
所
が
函
館
地
蔵
町
の
小
川
長
之
助
が
所
持
す
る

「
斑
点
狐
皮
」
一
枚
を
七
円
五
十
銭
で
買
い
上
げ
て
い
る（

11
）。
小
川
は
こ
れ
は
色
丹
島
で

同
年
十
月
に
獲
っ
た
「
近
来
稀
成
珍
品
」
と
見
受
け
ら
れ
、「
年
数
之
義
者
、
凡
百
歳
程
」

も
あ
ろ
う
か
、
と
記
し
て
い
る
。

一
八
七
七
年
三
月
、
札
幌
本
庁
は
根
室
国
出
産
の
「
白
狐
皮
」
一
枚
を
札
幌
で
買
い
上
げ
、

東
京
の
縦
覧
所
用
と
し
て
小
樽
か
ら
船
便
で
東
京
に
送
っ
た（

12
）。
こ
れ
も
毛
皮
の
色
が
白

い
と
い
う
希
少
さ
へ
の
注
目
が
関
係
し
て
い
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
開
拓
使
が
キ
ツ
ネ
を
人
に
見
せ
よ
う
と
し
た
出
来
事
の
一
つ
に
、
明
治
天
皇

に
対
す
る
も
の
が
あ
る
。

一
八
七
九
年
三
月
、
函
館
支
庁
は
東
京
出
張
所
に
、
黒
田
長
官
か
ら
宮
内
省
に
献
納
す
る

た
め
と
し
て
、
生
き
た
「
三
毛
狐
」
一
頭
と
牡
シ
カ
一
頭
を
玄
武
丸
便
で
送
っ
た（

13
）。
前

者
は
亀
田
郡
下
湯
川
村
で
、
後
者
は
茅
部
郡
森
村
方
面
で
生
け
捕
り
に
し
た
も
の
だ
っ
た
。

送
る
に
際
し
て
支
庁
は
餌
に
つ
い
て
説
明
を
付
し
て
い
る
。
シ
カ
に
は
小
豆
（
適
宜
に
煮
た

も
の
）、
豆
腐
粕
、
笹
と
青
草
、
水
を
、
キ
ツ
ネ
に
は
生
魚
類
と
水
を
、
と
い
う
も
の
だ
。

四
月
十
五
日
、
黒
田
長
官
は
徳
大
寺
宮
内
卿
に
シ
カ
と
キ
ツ
ネ
を
「
天
覧
」
に
供
し
た
い

希
望
を
伝
え
た（

14
）。
十
八
日
、
徳
大
寺
は
こ
の
「
天
覧
」
が
実
現
し
た
こ
と
を
黒
田
に
知

ら
せ
て
い
る（

15
）。

東
京
芝
に
あ
っ
た
開
拓
使
仮
博
物
場
で
は
、
一
八
七
八
年
頃
に
は
ヒ
グ
マ
や
エ
ゾ
オ
オ
カ

ミ
を
飼
育
し
、
公
開
し
て
い
た（

16
）。
黒
田
は
な
ぜ
、
北
海
道
に
生
息
す
る
様
々
な
動
物
の

な
か
で
「
三
毛
狐
」
と
シ
カ
を
献
納
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
考
え
て
み
た
い
点
だ
。

宮
内
省
へ
の
献
納
の
前
年
、
一
八
七
八
年
の
十
二
月
下
旬
、
函
館
支
庁
は
松
嶋
十
右
衛
門

と
い
う
人
物
が
献
納
し
た
「
三
毛
狐
」
を
同
地
の
公
園
で
檻
に
入
れ
て
飼
育
し
始
め
た（

17
）。

山田伸一　開拓使とキツネ
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前
後
の
事
情
を
ま
だ
把
握
で
き
て
い
な
い
が
、
東
京
に
送
ら
れ
た
の
は
こ
の
キ
ツ
ネ
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
飼
育
を
担
当
し
た
公
園
監
守
の
孤
山
堂
無
外
は
、
最
初
、
油
揚
げ
を
与

え
た
が
食
わ
ず
、
鮮
魚
の
肉
を
米
飯
と
混
和
し
て
与
え
る
よ
う
に
し
た
、
と
記
す
。

（
三
）
色
丹
島
産
の
キ
ツ
ネ

キ
ツ
ネ
の
産
地
に
つ
い
て
『
開
拓
使
事
業
報
告

　第
三
編
』
は
、「
石
狩
国
上
川
郡
ヲ
第

一
ト
シ
、
日
高
国
沙
流
郡
、
胆
振
国
勇
払
郡
之
ニ
次
キ
、
其
他
各
郡
ハ
僅
少
ナ
リ
」（
札
幌

本
庁
。
た
だ
し
「
狢
」「
狸
」
と
一
括
）、「
亀
田
・
上
磯
・
茅
部
・
松
前
・
寿
都
・
島
牧
・

山
越
七
郡
ニ
産
ス
、
松
前
郡
ヲ
第
一
ト
シ
、
亀
田
・
上
磯
・
茅
部
之
ニ
次
ク
、
他
ハ
僅
々
ニ

過
キ
ス
」（
函
館
支
庁
）、「
各
地
産
セ
サ
ル
ナ
シ
、
得
撫
島
ハ
殊
ニ
繁
殖
ス
、
赤
狐
ハ
択

捉
・
振
別
・
紗
那
・
得
撫
・
占
守
ニ
産
ス
、
黒
狐
ハ
花
咲
郡
支
古
丹
島
、
得
撫
島
ノ
ミ
ニ
産

セ
リ
」（
根
室
支
庁
）
と
記
し
て
い
る（

18
）。
開
拓
使
文
書
を
眺
め
る
と
、
こ
れ
ら
の
な
か

で
も
根
室
支
庁
管
内
色
丹
島
の
キ
ツ
ネ
皮
に
関
す
る
記
録
の
多
さ
は
目
立
つ
。

一
八
七
七
年
九
月
、
根
室
支
庁
は
同
庁
在
勤
の
新
原
景
行
十
等
属
が
色
丹
島
出
張
中
に
取

獲
し
た
「
黒
狐
皮
」
二
枚
（
雄
雌
各
一
枚
）、「
三
毛
狐
皮
」
二
枚
（
同
）
と
同
島
産
オ
ン
コ

（
イ
チ
イ
）
の
板
二
枚
、
厚
岸
産
カ
キ
の
殻
と
ア
ル
コ
ー
ル
漬
け
標
本
を
、
博
覧
会
場
に
差

し
出
す
べ
き
物
品
と
し
て
函
館
経
由
で
東
京
に
出
張
所
に
送
っ
た（

19
）。
八
月
二
十
一
日
か

ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
東
京
上
野
公
園
で
開
催
中
だ
っ
た
第
一
回
内
国
勧
業
博
覧
会
へ
の
出

品
用
だ
ろ
う
。
博
覧
会
閉
幕
後
に
こ
れ
ら
の
キ
ツ
ネ
皮
を
返
送
す
る
の
か
買
い
上
げ
る
の
か

に
つ
い
て
事
前
に
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
根
室
支
庁
は
、
本
人
は
必
ず
し
も
買
上
げ
を
希

望
し
て
い
な
い
が
、
と
断
り
つ
つ
、
特
に
「
黒
狐
皮
」
は
貴
重
の
品
物
と
聞
い
て
い
る
の
で
、

買
い
上
げ
る
場
合
は
相
当
の
代
価
を
下
付
す
る
よ
う
函
館
支
庁
を
通
じ
て
働
き
か
け
た（

20
）。

こ
の
「
黒
狐
皮
」
は
あ
る
西
洋
人
が
必
ず
獲
っ
て
や
ろ
う
と
同
島
を
百
余
日
間
も
駆
け
回
っ

て
尽
力
し
た
が
果
せ
な
か
っ
た
も
の
で
、
新
原
が
同
島
在
勤
中
に
「
多
少
ノ
辛
苦
」
を
経
て

猟
獲
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
希
少
さ
と
猟
獲
の
困
難
さ
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
訴
え
が
功
を

奏
し
た
の
か
、
翌
年
四
月
、
東
京
出
張
所
は
「
黒
狐
皮
」
二
枚
を
六
十
円
、「
三
毛
狐
皮
」

二
枚
を
十
四
円
、
計
七
十
四
円
で
買
い
上
げ
た（

21
）。

根
室
支
庁
は
一
八
七
八
年
六
月
に
も
、
等
外
一
等
出
仕
の
三
原
重
紀
が
前
年
か
ら
こ
の
年

ま
で
色
丹
島
に
出
張
し
た
際
に
獲
っ
た
「
玄
狐
」（「
黒
狐
」
の
意
味
だ
ろ
う
）
の
皮
一
枚
を

「
博
物
場
」
備
付
け
用
と
し
て
東
京
出
張
所
に
送
り
、「
相
当
ノ
代
価
」
を
本
人
に
下
付
す
る

よ
う
求
め
た（

22
）。
東
京
出
張
所
は
こ
の
一
枚
に
三
十
円
を
支
払
っ
た（

23
）。

こ
の
二
件
と
も
、
キ
ツ
ネ
皮
の
代
金
は
色
丹
島
に
出
張
中
に
そ
れ
を
猟
獲
し
た
根
室
支
庁

在
勤
の
官
吏
個
人
に
支
払
わ
れ
た
よ
う
だ
。
出
張
中
の
キ
ツ
ネ
猟
に
は
、
希
少
な
動
物
標
本

を
入
手
し
て
東
京
の
博
物
場
や
博
覧
会
に
届
け
る
と
い
う
職
務
上
の
意
味
合
い
と
と
も
に
、

個
人
的
な
収
入
を
得
る
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
一
八
七
九
年
五
月
、
根
室
支
庁
は
前
年
に
色
丹
島
に
出
張
し
た
島
崎
正
之
助
が
猟

獲
し
た
「
三
毛
狐
」
の
皮
二
枚
と
「
尋
常
狐
皮
」
三
枚
を
東
京
出
張
所
に
送
っ
た（

24
）。
出

張
所
で
買
い
上
げ
る
か
、
希
望
者
に
払
い
下
げ
る
か
は
、
出
張
所
の
判
断
に
委
ね
て
い
る
。

こ
の
う
ち
希
少
価
値
が
見
込
ま
れ
る
「
三
毛
皮
」
に
つ
い
て
は
東
京
出
張
所
が
仮
博
物
場
に

陳
列
し
な
い
か
と
打
診
し
た
が
、
す
で
に
陳
列
品
が
あ
る
と
し
て
受
入
れ
は
見
送
ら
れ

た（
25
）。
脱
毛
な
ど
が
あ
っ
て
質
は
低
い
と
評
価
さ
れ
、
東
京
出
張
所
は
五
枚
合
せ
て
四
円

五
十
銭
で
払
い
下
げ
、
鞣
し
料
二
円
を
引
い
た
二
円
を
根
室
支
庁
に
送
金
し
た
（
一
八
八
〇

年
三
月
）。

同
年
十
一
月
、
根
室
支
庁
は
色
丹
島
で
猟
獲
し
た
「
黒
狐
皮
」
一
枚
と
「
三
毛
狐
皮
」
九

枚
を
買
い
上
げ
た
も
の
を
、
東
京
出
張
所
に
送
っ
た（

26
）。

こ
の
よ
う
に
根
室
支
庁
が
し
き
り
に
東
京
出
張
所
に
キ
ツ
ネ
皮
を
送
っ
た
の
は
、
博
覧
会

や
博
物
場
へ
の
出
品
の
ほ
か
、
民
間
に
払
い
下
げ
て
も
需
要
が
見
込
ま
れ
る
と
認
識
し
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

根
室
支
庁
が
東
京
に
送
っ
た
の
は
、
色
丹
島
産
の
も
の
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
八
七
九

年
八
月
、
東
京
出
張
所
勧
業
課
は
、
根
室
支
庁
が
送
っ
て
き
た
「
千
島
土
人
交
換
品
狐
皮
」

一
三
一
枚
の
鞣
し
作
業
を
浅
草
区
亀
岡
町
の
奥
田
庭
太
郎
に
発
注
し
（
鞣
し
料
は
不
明
）、

十
二
月
に
は
一
枚
平
均
一
円
五
銭
の
価
格
で
奥
田
に
払
い
下
げ
た（

27
）。
千
島
産
キ
ツ
ネ
皮

が
、
東
京
の
皮
革
加
工
業
者
を
経
て
市
場
に
流
れ
出
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。「
千
島
土
人

交
換
品
」
の
性
格
は
明
確
で
は
な
い
が
、
千
島
の
い
ず
れ
か
の
地
（
エ
ト
ロ
フ
か
？
）
の
ア
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イ
ヌ
民
族
と
物
資
の
交
換
に
よ
っ
て
根
室
支
庁
が
直
接
な
い
し
は
間
接
に
入
手
し
た
も
の
だ

ろ
う
。
こ
れ
ら
の
皮
は
い
ず
れ
も
薄
く
、
疵
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
が
低
い
価
格
評
価
に

つ
な
が
っ
て
い
た
。

三
　ロ
シ
ア
と
の
関
わ
り

（
一
）
榎
本
武
揚
の
助
言

産
物
と
し
て
の
キ
ツ
ネ
皮
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
開
拓
使
が
欧
米
向
け
の
輸
出
品
と
し

て
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

一
八
七
六
年
五
月
、
開
拓
使
東
京
出
張
所
は
ロ
シ
ア
駐
在
の
榎
本
武
揚
公
使
が
送
っ
て
き

た
「
ラ
ツ
コ
皮
ノ
襟
」
と
「
赤
狐
皮
」
を
、
勧
業
課
試
験
場
に
引
き
渡
し
た（
28
）。
ラ
ッ
コ

皮
の
襟
は
「
極
上
」（
三
百
ル
ー
ブ
ル
）、「
上
等
」（
二
百
ル
ー
ブ
ル
）、「
中
ノ
上
」（
九
十
五

と
百
五
十
ル
ー
ブ
ル
）、「
中
ノ
下
」（
五
十
五
ル
ー
ブ
ル
）、「
下
等
」（
三
十
五
ル
ー
ブ
ル
）

の
六
枚
。「
赤
狐
皮
」
は
「
背
」「
腹
」「
喉
」
が
各
一
枚
と
「
足
」
が
二
枚
の
計
五
枚
だ
っ

た
。こ

れ
ら
の
皮
に
対
応
す
る
記
述
が
『
開
拓
使
事
業
報
告

　第
三
編
』
に
載
っ
て
い
る（
29
）。

「
赤
狐
皮
」
に
関
す
る
も
の
は
、「
陸
産
」
の
根
室
支
庁
、
一
八
七
六
年
五
月
の
項
に
、
在
露

榎
本
公
使
の
「
臘
虎
〔
ラ
ッ
コ
〕
皮
再
報
」
中
の
「
久
里
留
諸
島
毎
年
獣
皮
概
数
価
格
売
捌

方
等
ニ
係
ル
件
」
を
抄
録
し
た
も
の
だ
。
榎
本
は
冒
頭
で
「
毛
皮
ハ
北
海
道
ニ
テ
ハ
臘
虎
ノ

外
未
タ
他
ノ
獣
類
ニ
手
ヲ
下
セ
シ
ヿ
ナ
シ
、
因
テ
適
宜
ノ
方
法
ヲ
設
ケ
ハ
一
大
物
産
ヲ
興
ス

ヘ
シ
」
と
述
べ
る
。
以
下
の
文
章
で
は
テ
ン
皮
と
ク
マ
皮
に
も
触
れ
る
が
、
そ
れ
は
末
尾
に

ご
く
わ
ず
か
だ
け
で
、
大
半
は
キ
ツ
ネ
皮
に
充
て
る
。
各
種
の
毛
皮
の
う
ち
先
行
す
る
ラ
ッ

コ
に
続
い
て
海
外
向
け
の
商
品
化
が
有
望
な
も
の
の
第
一
に
キ
ツ
ネ
を
考
え
て
い
る
の
は
明

ら
か
だ
。

榎
本
が
書
き
記
す
の
は
、
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
皮
商
に
会
っ
て
聞
い
た
内
容
だ
っ

た
。
ク
リ
ル
諸
島
か
ら
毎
年
「
赤
狐
皮
」
四
千
枚
以
上
、「
十
字
狐
」
千
枚
な
ど
が
「
互
市

場
」
に
出
て
い
る
こ
と
を
記
し
、
そ
の
価
格
や
部
位
ご
と
の
利
用
状
況
、
キ
ツ
ネ
皮
は
「
円

抜
」
に
加
工
す
べ
き
こ
と
な
ど
を
述
べ
る
。
そ
し
て
「
狐
皮
ノ
諸
部
」
が
わ
か
り
や
す
い
よ

う
に
「
久
里
留
島
産
赤
狐
一
枚
」
を
裁
断
し
、
各
部
位
の
名
を
書
い
て
見
本
に
供
す
る
、
と

記
す
。
こ
れ
が
前
述
の
「
赤
狐
皮
」
だ
ろ
う
。

一
八
七
八
年
十
月
十
八
日
、
ロ
シ
ア
か
ら
帰
国
し
て
い
た
榎
本
と
随
員
が
開
拓
使
東
京
出

張
所
を
訪
れ
た
際
、
開
拓
使
側
は
北
海
道
産
の
各
種
産
物
を
示
し
て
意
見
を
求
め
た（
30
）。

色
丹
島
な
ど
の
キ
ツ
ネ
皮
と
千
島
方
面
の
ラ
ッ
コ
皮
に
つ
い
て
具
体
的
な
意
見
の
記
録
が
見

ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
キ
ツ
ネ
皮
に
関
す
る
五
項
目
か
ら
要
約
し
て
み
る
。

①	

色
丹
産
の
「
黒
狐
皮
」
は
非
常
に
良
質
だ
が
、
製
法
が
「
腹
部
ヲ
刻
去
」
し
て
い
る

の
は
、
声
価
を
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
外
邦
人
」
は
こ
の
皮
を
珍
重
し
、
咽
喉

部
分
を
婦
人
の
衣
服
に
、
腹
部
か
ら
股
部
を
男
性
の
衣
服
に
、
そ
の
他
背
部
を
各
種

需
用
に
供
し
て
い
る
。

②	

珍
重
さ
れ
る
産
物
を
不
適
切
な
加
工
法
に
よ
っ
て
知
ら
な
い
う
ち
に
声
価
を
落
す
の

は
大
き
な
失
策
。
以
後
、
製
法
は
必
ず
「
丸
抜
」
に
す
る
こ
と
。
咽
喉
部
以
下
を
損

傷
し
な
い
よ
う
に
。

③	

色
丹
島
は
「
黒
狐
」
が
い
る
以
外
に
「
赤
狐
」
が
最
も
多
い
と
聞
く
。
両
者
の
交
雑

に
よ
り
「
雑
種
」
が
増
殖
す
る
の
は
甚
だ
望
ま
し
く
な
い
。「
赤
狐
」
を
漸
次
獲
殺

す
る
一
方
、「
黒
狐
」
を
し
ば
ら
く
獲
ら
ぬ
こ
と
に
し
て
そ
の
増
殖
を
待
て
ば
、「
良

産
ヲ
保
護
ス
ル
ノ
端
」
だ
と
言
え
る
。

④	

千
島
方
面
で
獲
る
「
狐
皮
」
も
腹
部
を
「
刻
去
」
ら
ぬ
よ
う
製
法
を
改
良
す
べ
き
だ
。

榎
本
が
一
貫
し
て
最
も
強
調
し
て
い
た
の
は
、
加
工
法
を
改
め
よ
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

そ
こ
で
基
準
と
さ
れ
る
の
は
、
ロ
シ
ア
で
の
利
用
や
評
価
の
さ
れ
方
だ
。「
丸
抜
」
と
は
、

肉
や
骨
、
内
臓
を
除
去
す
る
際
に
腹
部
を
切
り
開
か
ず
、
皮
を
筒
状
に
仕
上
げ
る
こ
と
を
指

す
よ
う
だ
。
こ
の
年
十
一
月
に
山
内
堤
雲
大
書
記
官
か
ら
千
島
産
キ
ツ
ネ
皮
二
十
枚
の
鞣
し

加
工
を
依
頼
さ
れ
た
函
館
支
庁
は
、
製
革
所
に
対
し
て
「
丸
皮
製
腹
ヲ

不
割
」
に
す
る
よ
う
指
示

し
て
お
り
、
榎
本
の
助
言
が
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る（
31
）。

も
う
一
つ
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
よ
り
市
場
価
値
が
高
い
「
黒
狐
」
の
増
殖
を
重
視

し
、
交
雑
を
避
け
る
た
め
に
「
赤
狐
」
の
積
極
的
な
殺
獲
な
ど
に
よ
っ
て
、
選
別
を
図
る
こ
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と
を
提
言
し
て
い
る
点
だ
。
自
然
界
に
生
息
す
る
あ
る
生
物
の
な
か
に
、
人
間
社
会
の
市
場

価
値
の
観
点
か
ら
選
別
を
加
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
こ
こ
に
は
見
ら
れ
る
。

榎
本
の
助
言
は
、
北
海
道
産
の
キ
ツ
ネ
皮
の
欧
米
（
差
し
当
っ
て
は
ロ
シ
ア
）
へ
の
輸
出

を
促
す
も
の
だ
が
、
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
市
場
に
ク
リ
ル
諸
島
産
の
キ
ツ
ネ
皮
が
毎

年
数
千
枚
も
流
入
し
て
い
た
と
い
う
情
報
は
、
樺
太
千
島
交
換
条
約
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の

島
々
が
日
本
領
と
な
り
開
拓
使
管
轄
に
な
っ
た
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
は
、
特
別
な
意
味
を

も
っ
た
ろ
う
。
す
で
に
市
場
で
の
取
引
実
績
が
あ
る
千
島
産
キ
ツ
ネ
皮
を
、
引
き
続
き
ロ
シ

ア
市
場
に
持
ち
込
め
る
か
、
と
い
う
課
題
だ
。
こ
の
点
、
今
の
私
の
調
査
段
階
で
は
、
開
拓

使
期
の
う
ち
に
キ
ツ
ネ
皮
が
欧
米
（
な
い
し
は
ロ
シ
ア
）
市
場
向
け
の
輸
出
品
と
し
て
の
位

置
を
得
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。

（
二
）
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
へ

た
だ
し
、
単
発
的
な
ロ
シ
ア
へ
の
輸
出
の
例
は
あ
る
。
開
拓
使
が
一
八
七
八
年
に
函
館
丸

を
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
に
派
遣
し
て
北
海
道
産
品
の
見
本
市
を
実
施
し
た
と
き
の
出
来
事

だ（
32
）。
開
拓
使
が
事
前
に
用
意
し
た
見
本
品
の
な
か
に
キ
ツ
ネ
皮
は
十
枚
程
度
含
ま
れ
て

い
た
だ
け
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
権
大
書
記
官
鈴
木
大
亮
は
現
地
の
営
繕
長
コ
ズ
ロ
フ
ス
キ
ー

か
ら
北
海
道
産
キ
ツ
ネ
皮
四
十
枚
の
送
付
を
依
頼
さ
れ
た（
33
）。
鈴
木
は
こ
れ
に
応
じ
て

四
十
枚
を
買
い
上
げ
て
送
る
こ
と
を
函
館
支
庁
に
依
頼
し
（
十
一
月
一
日
）、
函
館
支
庁
は

翌
年
五
月
に
タ
ラ
ゴ
ン
丸
便
に
載
せ
て
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
の
コ
ズ
ロ
フ
ス
キ
ー
に
送
り
、
代

価
四
十
二
ド
ル
八
十
セ
ン
ト
は
現
地
の
日
本
貿
易
事
務
官
に
支
払
う
よ
う
求
め
た
。
興
味
深

い
こ
と
に
こ
の
送
り
状
に
は
「
日
本
北
海
道
占
守
郡
産
」
と
あ
る
。

お
わ
り
に

開
拓
使
と
キ
ツ
ネ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
限
ら
れ
た
範
囲
内
だ
が
、
い
く
つ
か
の
側
面
を

見
て
き
た
。

ま
ず
、
農
業
や
漁
業
に
対
し
て
「
有
害
」
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
。
害
の
程
度
は
ヒ
グ

マ
・
オ
オ
カ
ミ
・
カ
ラ
ス
な
ど
と
比
べ
る
と
大
き
く
な
い
と
評
価
さ
れ
、
毛
皮
利
用
と
結
び

つ
い
た
狩
猟
活
動
も
あ
っ
て
、
開
拓
使
が
駆
除
の
た
め
の
制
度
を
設
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

利
用
面
に
注
目
す
る
と
、
邏
卒
ら
開
拓
使
役
人
の
防
寒
用
に
毛
皮
を
入
手
す
る
動
き
が
早

く
か
ら
見
ら
れ
た
。
毛
皮
は
博
覧
会
や
博
物
場
な
ど
、
北
海
道
に
生
息
す
る
生
き
物
な
い
し

は
北
海
道
で
産
出
す
る
産
品
を
見
せ
る
場
に
も
出
品
さ
れ
て
い
た
。
キ
ツ
ネ
皮
の
産
地
は
全

道
各
地
に
あ
っ
た
が
、
色
丹
島
産
の
も
の
は
、
良
質
で
希
少
な
毛
色
の
も
の
が
あ
る
こ
と
も

あ
っ
て
か
、
東
京
に
送
り
出
さ
れ
、
買
い
取
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
。

特
徴
的
な
動
き
と
し
て
は
、
公
使
と
し
て
ロ
シ
ア
に
赴
い
た
榎
本
武
揚
を
通
し
て
、
ロ
シ

ア
市
場
で
の
評
価
基
準
や
加
工
方
法
に
つ
い
て
の
情
報
を
摂
取
し
、
実
際
に
も
生
か
そ
う
と

し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
ロ
シ
ア
市
場
に
す
で
に
キ
ツ
ネ
皮
を
送
り
出
し
て
い

た
千
島
列
島
を
日
本
が
領
有
し
、
新
た
に
開
拓
使
管
轄
と
な
っ
た
と
い
う
事
情
も
関
係
し
て

い
た
。
ロ
シ
ア
な
ど
欧
米
市
場
向
け
の
商
品
化
と
い
う
点
で
は
、
開
拓
使
期
は
模
索
段
階

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
後
、
そ
れ
が
ど
う
展
開
す
る
の
か
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
な

る
。人

間
社
会
か
ら
生
息
状
況
へ
の
働
き
か
け
と
い
う
面
で
は
、
継
続
的
に
実
施
さ
れ
て
い
た

狩
猟
以
外
に
、
榎
本
の
助
言
の
中
に
市
場
価
値
の
高
い
「
黒
狐
皮
」
を
重
視
し
て
交
雑
を
避

け
る
た
め
の
「
赤
狐
」
駆
除
と
い
っ
た
方
策
が
見
ら
れ
た
の
は
注
目
さ
れ
る
。
だ
が
、
開
拓

使
が
キ
ツ
ネ
に
つ
い
て
そ
う
し
た
人
為
的
な
選
別
を
実
施
に
移
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

謝
辞本

稿
作
成
の
た
め
の
史
料
調
査
な
ど
に
つ
い
て
、
北
海
道
立
文
書
館
・
北
海
道
立
図
書

館
・
函
館
市
中
央
図
書
館
・
北
海
道
大
学
附
属
図
書
館
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
感
謝

申
し
上
げ
る
。

本
稿
は
、
科
学
研
究
助
成
金
（
基
盤
C
）
1
6

K
0
3
0
6
6
の
成
果
で
あ
る
。
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註（
1
）山
田
伸
一『
近
代
北
海
道
と
ア
イ
ヌ
民
族
―
狩
猟
規
制
と
土
地
問
題
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
一
年
）の
第
一-

三
章
、一
九-

一
六
〇
頁
。

（
2
）斜
里
町
立
知
床
博
物
館
編『
知
床
の
ほ
乳
類
Ⅰ
』（
北
海
道
新
聞
社
、二
〇
〇
〇
年
）、八
〇
頁
。

（
3
）「
有
功
有
害
鳥
獣
調
書
進
達
ノ
件
」『
札
幌
県
公
文
録

　鳥
獣
猟

　第
三
号

　明
治
十
六
年
』札
幌
県

勧
業
課
農
務
係（
簿
書
七
九
五
二
、二
件
目
）。以
下
、括
弧
内
に「
簿
書
」と
し
て
示
す
の
は
、北
海
道

立
文
書
館
所
蔵
史
料
の
簿
書
番
号
。

（
4
）「
原
歌
軽
臼
両
村
借
上
庫
〆
粕
ヲ
狐
喰
ヒ
荒
ス
タ
メ
官
費
ヲ
以
テ
庫
移
シ
等
取
計
ノ
件
」『
往
復
書

翰
留

　三
冊
之
一

　明
治
十
四
年
』函
館
支
庁
会
計
課
租
税
係（
簿
書
四
九
五
八
、二
九
件
目
）。

（
5
）山
田
前
掲
書
、一
一
五-
一
六
〇
頁
。

（
6
）「
狐
、狸
、獺
貂
等
ノ
皮
類
買
上
方
ノ
件
」『
支
庁
来
翰

　五

　明
治
六
年
分
』根
室
支
庁
国
後
出
張
所

（
簿
書
〇
八
四
七
、四
四
件
目
）。

（
7
）「
各
所
取
獲
ノ
狐
、狸
獺
、水
豹
、テ
ン
、海
馬
熊
皮
等
馬
具
等
製
造
ノ
為
買
上
ノ
件
」『
各
郡
回
達
留

　

明
治
八
年
一
月
ヨ
リ
至
九
月
』札
幌
本
庁
庶
務
局（
簿
書
一
二
一
八
、一
三
五
件
目
）、「
各
所
轄
郡
ニ

於
テ
取
獲
ノ
狐
狸
其
外
皮
類
当
局
ニ
於
テ
悉
皆
買
上
方
ノ
件
」『
西
地
戻
回
達
留

　明
治
八
年
』札

幌
本
庁
庶
務
局（
簿
書
一
二
一
六
、一
一
五
件
目
）、「
所
轄
各
郡
下
取
獲
ノ
狐
狸
外
各
種
毛
皮
類
悉

皆
買
上
方
ノ
件
」『
東
地
戻
回
達
留

　明
治
八
年
』札
幌
本
庁
庶
務
局（
簿
書
一
二
一
七
、一
一
一
件

目
）。

（
8
）「
熊
皮
並
ニ
狐
狸
皮
代
価
回
金
ノ
件
」『
物
産
局
往
復
留

　明
治
八
年
自
一
月
』札
幌
本
庁
静
内
出
張

所（
簿
書
一
二
八
一
、一
〇
八
件
目
）。

（
9
）開
拓
使
に
よ
る
国
内
各
地
の
博
覧
会
へ
の
出
品
に
つ
い
て
、三
浦
泰
之「
明
治
初
期
の
地
方
博
覧
会

と
開
拓
使
―
開
拓
使
、北
海
道
は
ど
の
よ
う
に「
見
ら
れ
て
い
た
」の
か
？
」『
北
海
道
開
拓
記
念
館

研
究
紀
要
』第
二
十
八
号
、二
〇
〇
〇
年
、一
五
三-

一
七
八
頁
を
参
照
。

（
10
）「
博
物
館
ヘ
北
海
道
鉱
物
並
ニ
ラ
イ
マ
ン
氏
申
出
ノ
分
共
回
致
ノ
件
」『
文
移
録

　明
治
八
・
九
年
』

東
京
出
張
所
勧
業
課
試
験
場
仮
博
物
場
係（
簿
書
一
九
二
七
、五
三
件
目
）。

（
11
）「
斑
狐
皮
縦
覧
所
備
品
ト
シ
テ
買
上
ノ
件
」「
斑
狐
皮
縦
覧
所
備
品
ト
シ
テ
買
上
ノ
件
」『
上
局
東
京

往
復

　第
二
号
止

　明
治
八
年
自
五
月
』函
館
支
庁
会
計
課（
簿
書
一
三
七
三
、一
五
一
・
一
五
七
件

目
）。

（
12
）「
根
室
国
出
産
ノ
白
狐
皮
買
上
東
京
縦
観
所
備
品
ト
シ
テ
通
済
丸
便
ニ
テ
差
回
ノ
件
」『
東
京
文
移

録

　往

　丙
一
ノ
一
明
治
十
年
自
一
月
至
六
月
』札
幌
本
庁
記
録
局
公
文
課（
簿
書

一
九
五
〇
、一
六
四
件
目
）。

（
13
）「
三
毛
狐
及
牡
鹿
玄
武
丸
ニ
テ
差
送
ノ
件
」『
東
京
諸
課
文
移
録

　弐
冊
ノ
一

　明
治
十
二
年
』函
館

支
庁
民
事
課
勧
業
係（
簿
書
三
三
二
八
、四
一
件
目
）、「
生
鹿
一
頭
生
三
毛
狐
一
頭
玄
武
丸
積
載
回

致
ノ
件
」『
文
移
録

　明
治
十
二
年
一
月
』東
京
出
張
所
勧
業
課
仮
博
物
場
係（
簿
書

三
七
三
六
、二
五
件
目
）。

（
14
）「
宮
内
省
ヘ
鹿
狐
二
頭
献
納
ノ
件
」「
北
海
道
ヨ
リ
牽
連
ノ
畜
類
天
覧
ニ
供
セ
ル
旨
報
知
ノ
件
」前
掲

『
文
移
録

　明
治
十
二
年
一
月
』（
簿
書
三
七
三
六
、四
一
・
四
八
件
目
）。

（
15
）た
だ
し
、『
明
治
天
皇
紀

　第
四
』（
吉
川
弘
文
館
、一
九
七
〇
年
）の
同
年
四
月
分
を
見
て
も
、こ
の

シ
カ
と
キ
ツ
ネ
の「
天
覧
」に
つ
い
て
の
記
述
は
見
え
な
い
。

（
16
） 

山
田
前
掲
書
、一
四
八
頁
。

（
17
）「
狐
檻
製
作
方
ノ
件
」『
取
裁
録

　三
冊
之
三

　明
治
十
一
年
』札
幌
本
庁
民
事
課
勧
業
係（
簿
書

二
六
五
二
、一
一
〇
件
目
）。

（
18
）『
開
拓
使
事
業
報
告

　第
三
編

　陸
産
』（
大
蔵
省
、一
八
八
五
年
。復
刻
版
は
、北
海
道
出
版
企
画
セ

ン
タ
ー
、一
九
八
三
年
）、三
一
・
一
一
六
・
一
八
四
頁
。

（
19
）「
根
室
支
庁
在
勤
十
等
属
新
原
景
行
取
獲
黒
狐
皮
等
博
覧
会
差
出
ニ
付
回
致
等
ノ
件
」『
東
京
文
移

録

　全

　明
治
十
年
』根
室
支
庁
記
録
課（
簿
書
二
三
二
八
、二
五
件
目
）、「
支
古
丹
ニ
テ
取
獲
ノ
黒

狐
其
他
博
覧
会
場
ヘ
可
差
出
物
品
等
差
進
ノ
件
」「
博
覧
会
ヘ
出
品
ノ
黒
狐
皮
其
他
落
手
夫
々
回
漕

等
取
計
ノ
件
」『
函
館
支
庁
公
文
録

　明
治
十
年
』根
室
支
庁
記
録
課（
簿
書
二
三
二
九
、三
一
・
五
五

件
目
）ほ
か
。

（
20
）「
新
原
景
行
取
獲
黒
狐
皮
内
国
勧
業
博
覧
会
ヘ
差
出
ノ
分
処
置
方
ノ
件
」『
函
館
文
移
録

　明
治

十
一
年
』根
室
支
庁
民
事
課（
簿
書
二
六
三
〇
、三
六
件
目
）、「
根
室
在
勤
十
等
属
新
原
景
行
支
古
丹

出
張
中
捕
獲
ノ
黒
狐
等
縦
覧
所
ヘ
飾
付
ノ
件
」『
上
局
親
書
文
移
録

　明
治
十
一
年
』函
館
支
庁
上

局（
簿
書
二
五
四
一
、一
八
件
目
）。

（
21
）「
根
室
支
庁
在
勤
新
原
景
行
取
獲
ノ
黒
狐
皮
其
外
東
京
ニ
テ
買
上
ノ
件
」『
本
支
庁
東
京
文
移
録

　

弐
冊
之
内

　甲
号

　明
治
十
一
年
』函
館
支
庁
民
事
課
駅
逓
係（
簿
書
二
七
四
七
、一
五
八
件
目
）。

（
22
）「
根
室
支
庁
在
勤
三
原
重
紀
窩
ノ
玄
狐
皮
送
致
ノ
件
」前
掲『
函
館
文
移
録

　明
治
十
一
年
』（
簿
書

二
六
三
〇
、二
九
件
目
）。

（
23
）「
玄
狐
皮
壱
枚
代
三
原
重
紀
ヘ
渡
方
ノ
件
」『
庁
中
各
係
文
移
録

　明
治
十
一
年
』函
館
支
庁
民
事
課

勧
業
係（
簿
書
二
六
四
四
、一
二
七
件
目
）。

（
24
）「
支
古
丹
島
ヨ
リ
取
獲
ノ
三
色
狐
皮
及
尋
常
毛
色
ノ
狐
皮
送
付
ノ
件
」『
東
京
文
移
録

　明
治
十
二

年
』根
室
支
庁
民
事
課（
簿
書
三
六
七
四
、一
四
件
目
）。

（
25
）「
志
古
丹
島
取
獲
ノ
狐
皮
売
却
代
会
計
課
ヨ
リ
送
付
ノ
件
」『
魚
獣
皮
類
集

　明
治
十
二
年
』東
京
出

張
所
物
産
取
扱
所
販
売
科（
簿
書
三
七
五
二
、一
三
〇
件
目
）。

（
26
）「
支
古
丹
島
ニ
テ
猟
獲
ノ
黒
狐
皮
其
他
買
上
分
差
進
ノ
件
」『
本
支
庁
・
東
京
・
七
重
文
移
録

　明
治

十
三
年
』函
館
支
庁
民
事
課
駅
逓
係（
簿
書
四
一
五
一
、三
九
件
目
）。

（
27
）「
狐
皮
外
三
種
預
リ
ノ
件
」「
海
馬
皮
外
二
品
製
造
上
納
ニ
付
預
ノ
件
」『
魚
獣
皮
類
集

　明
治
十
二
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年
』東
京
出
張
所
物
産
取
扱
所
販
売
科（
簿
書
三
七
五
二
、八
五
・
八
六
件
目
）。

（
28
）「
魯
国
在
留
榎
本
武
揚
ヨ
リ
差
送
品
ノ
件
」前
掲『
文
移
録

　明
治
八
・
九
年
』（
簿
書

一
九
二
七
、五
五
件
目
）。

（
29
）前
掲『
開
拓
使
事
業
報
告

　第
三
編

　陸
産
』一
六
四-

一
六
八
頁
。こ
の
と
き
の
ラ
ッ
コ
皮
に
関
す

る
記
述
は
、五
四
三-

五
六
四
頁
に
掲
載
。

（
30
）「
榎
本
全
権
公
使
並
随
行
員
ノ
狐
皮
及
海
獺
皮
ニ
付
所
見
ノ
件
」『
文
移
録

　明
治
十
二
年
一
月
』函

館
支
庁
民
事
課
勧
業
係
製
革
所（
簿
書
三
三
一
〇
、二
件
目
）。

（
31
）「
千
島
産
狐
皮
二
十
枚
差
回
シ
ノ
件
」『
製
革
ニ
関
ス
ル
伺
扣
留

　明
治
十
一
年
一
月
ヨ
リ
第
七
月

マ
テ
』函
館
支
庁
民
事
課
勧
業
係（
簿
書
二
六
六
四
、四
二
件
目
）。

（
32
）こ
の
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
で
の
見
本
市
に
つ
い
て
は
、原
暉
之『
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
物
語
―
ロ
シ
ア
と

ア
ジ
ア
が
交
わ
る
街
』（
三
省
堂
、一
九
九
八
年
）お
よ
び
同「
ア
レ
ウ
ト
号
か
ら
イ
ン
デ
ィ
ギ
ル
カ

号
ま
で
―
近
現
代
に
お
け
る
北
海
道
と
ロ
シ
ア
極
東
の
交
流
史
か
ら
」『
北
海
道
と
ロ
シ
ア
』（
札
幌

学
院
大
学
、二
〇
〇
〇
年
）を
参
照
。

（
33
）以
下
、こ
の
件
に
つ
い
て
は「
露
国
営
繕
局
長
ヘ
狐
毛
皮
差
送
方
ノ
件
」「
狐
皮
浦
塩
港
ヘ
差
立
其
外

伺
ノ
件
」「
営
繕
長
ヘ
狐
皮
差
送
ノ
件
」「
魯
国
営
繕
局
長
コ
ス
ロ
フ
ス
キ
ー
回
致
ノ
狐
皮
代
価
領
收

方
ノ
件
」『
浦
塩
斯
徳
一
件
書
類

　二
号

　本
使
各
庁
評
議
及
ヒ
往
復

　明
治
十
一
年
』函
館
支
庁

記
録
課（
簿
書
二
五
七
八
、六
一
・
六
三
・
六
五
・
七
六
件
目
）。

 

Kaitakushi (Colonization Commission) and Foxes

Shin’ichi YAMADA

 

As a part of the historical relationship be-
tween man and wildlife in Hokkaido, an overview 
of how Kaitakushi (Colonisation Commission) 
handled foxes was carried out and the following 
points were indicated.

1.  During this period, pest damage by foxes on 
the agriculture and fishery industries was 
observed, but Kaitakushi did not establish a 
system of extermination of foxes unlike for 
wolves, brown bears, and crows since the 
extent of the damage by foxes was not large.

2.  When Kaitakushi used various animal furs as 
protection against the cold weather for 
government officers such as policemen, fox 
fur was at the top of the list. Fox fur was 
frequently seen among items the commis-

sion collected and displayed at expositions. 
Fox fur from Shikotan Island was highly valued 
for its high quality and rarity in those days.

3.  During the occupation of the Kuril Islands 
as a Japanese territory, Kaitakushi obtained 
information on the status of the fox fur 
market in Russia through Takeaki Enomoto, 
the Japanese minister in Russia, and sought 
to improve the processing method of fur for 
export to Western markets.

4.  Upon Enomoto’s advice, a plan to exter-
minate red foxes was proposed to prevent 
hybridization with black foxes which had a 
high market value. However, evidence 
that Kaitakushi carried out the plan could 
not be confirmed.
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